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高森カレンダー

　（対前月末）令和元年 5 月 31 日現在

まちの

人口
第24回 高森湧水トンネル

高森湧水トンネル公園
7月3日（水）～7日（日）まで

納涼七夕まつり
イベント

と　き

場　所

入園料
中学生以上　300円
　　　　　　（団体30名以上2割引）
小　学　生　100円
　　　　　　（団体30名以上2割引）
小学生未満　無料

トンネル内を走る湧水が天の川に・・・・
　　　約50基の七夕飾りが涼やかに彩ります

開園時間

午前9時から午後7時まで
（入園は午後6時半まで）

高森町役場政策推進課　☎０９６７－６２－１１１１
環境ライブラリー「湧水館」　☎０９６７－６２－３３３１

駐車場
無料（325台収容）
※大型バス専用あり

七夕飾りコンテスト 小中学生七夕書道展 ヤマメの
つかみ取り大会

7/7
（日）

18㊍ 移動子育てひろば 10:00～ 草部総合センター
20㊏～21日
27㊏～28日

ロアッソ熊本　第１回
サマーフェスティバルin高森

高森町民グラウンド
及び休暇村南阿蘇

23㊋ 5-6ヶ月児健康相談   9:30～ 高森総合センター
25㊍ 移動子育てひろば 10:00～ 朋遊館
26㊎ 年金相談 10:00～ 高森総合センター

１㊍ 移動子育てひろば 10:00～ 草部総合センター
2㊎ すくすくデー 10:00～ 子育て支援センター
8㊍ 移動子育てひろば 10:00～ 朋遊館

11日 高SPOジュニアサッカ−大会 休暇村南阿蘇
15㊍ 移動子育てひろば 10:00～ 草部総合センター

7

8

月

月

診療は午前９時から
午後５時まで

編 集 後 記

７月16日～８月15日

月 日 病 ・ 医 院 名 電 話 番 号
7月21日 渡邉内科 ☎0967（67）1777

28日 渡邉総合内科クリニック ☎0967（65）2201
8月  4日 阿蘇立野病院 ☎0967（68）0111

11日 南郷谷整形外科医院 ☎0967（62）3351
12日 藤本医院 ☎0967（67）0020

住 　 所 死 亡 者 年 　 齢 ご 遺 族
野尻１（倉　地） 下田ツユ子 97 歳 二子石　孝
永野原（岩　神） 甲斐　　裁 82 歳 甲斐　國子
上色見（洗　川） 後藤　爲継 95 歳 後藤ミヨ子
色　見（中　園） 安方　孝子 84 歳 安方　和平
高　森（天　神） 岡本　克己 104 歳 岡本　和美
高　森（天　神） 島田 フミ子 87 歳 島田　賴男

人口／６, ４０４人　　（＋　６）
男性／３, １０４人　　（±　０）
女性／３, ３００人　　（＋　６）
世帯／２, ９０５世帯　（＋　８）

　※住民票の住所で掲載しております。
　　施設に入所されていた方は、施設住所での掲載となります。

July

August

町社会福祉協議会へご寄附いただきました。

●法人税、消費税、源泉所得税、印紙税などの諸税

●所得税、個人事業者の消費税、贈与税、相続税、
　譲渡所得に関する相談

事前予約した上で、次の面接相談日を設けています。

税

乗ります！税相談お困りですか？

問 阿蘇税務署　☎０９６７−２２−０５５１

７月４日（木）、 25日 （木）

７月25日（木）  

　この度、広報担当から住民福祉課に異動となりました。担
当した丸３年間を振り返ると総じて楽しかったことばかり。
広報制作に関わった方々、読んでくださった皆様、本当にあ
りがとうございました。皆様の存在にどれだけ助けられたこ
とか・・・。感謝の気持ちでいっぱいです！今後は窓口で皆
様と関わらせてください♪（裕）

　農林政策課から政策推進課の広報担当に異動となりまし
た。見やすく、わかりやすい誌面を目指して頑張ります。
　取材時などでお見かけの際は、遠慮無くお声かけいただき、
いろいろな情報をいただければ幸いです。
　どうぞ、よろしくお願い致します。（広）

後藤ミヨ子 様 後藤チヨ子 様   
岩下　多美 様 三森　一男 様

（一般寄付）一般社団法人 熊本県医薬品配置協会 様
 （順不同）

プレミアム付き商品券のご案内
　2019年10月の消費税率引き上げで消費に与える影響を緩和するとと
もに、地域における消費喚起を下支えするため、低所得者・子育て世帯
向けのプレミアム付き（20％相当額）商品券を販売します。

【対象者】
①低所得者⇒2019年１月１日時点の高森町住民のうち、2019年度住

民税非課税者（住民税課税者の生計同一の配偶者・扶養親族・生活保
護受給者等を除く。）
◆臨時福祉給付金と同様の申請により審査を行い、対象者に引換券を

発行（送付）。
※住民税課税確定後に対象者には７月下旬に申請書を発送します。

②子育て世帯⇒2019年６月１日時点の本町住民のうち、３歳未満が属す
る世帯主（2016年４月２日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主。）

◆該当する世帯主宛に、８月下旬頃『引換券』を発行（送付）します。
【販売内容】
①低所得者については、１人につき、２万 

５千円分利用可能な商品券を２万円で販売。
②子育て世帯については、２万５千円分利用

可能な商品券を２万円で、同一世帯内の３
歳未満の子どもの数の分を販売。
※商品券は、５千円相当商品券（500円商

品券10枚綴り）を販売期間内に４千円
で５回に分けて、購入できます。

※①と②の両方に該当する場合は、それぞれに購入が可能です。
問 政策推進課　まちづくり係　☎６２−１１１１内線１５２・１５６
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